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熊本県公告第５８７号の２ 
 県が設置する公の施設における指定管理者について、次のとおり募集する。 
    平成２８年９月２７日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設の概要 
  (1) 名称 
    熊本県天草ビジターセンター（以下「ビジターセンター」という。） 
  (2) 所在地 
    上天草市松島町合津６３１１番１号地内 
  (3) 施設の規模等 
  ア 敷地面積 １１，４１０．５０平方メートル（駐車場 約３，０００平方メート 
   ルを含む。） 
  イ 主な建物 ビジターセンター（鉄筋コンクリート造平屋建て、延床面積４２７． 
   ４３平方メートル） 
  (4) 施設の概要 
    ビジターセンター（事務室、カウンター、レクチャールーム、企画展示コーナー、 
   機械室、倉庫）、公衆トイレ、ポンプ室及び駐車場 
２ 指定管理者が行う業務 
  (1) 天草地域の自然及び人文に関する資料の展示及び解説 
  (2) その他ビジターセンター設置の目的を達成するために必要な業務 
３ 指定管理者の指定の期間 
  平成２９年４月１日から平成３２年３月３１日まで 
４ 参加資格 
  次の要件の全てを満たす法人その他の団体（以下「法人等」という。）であること。 
  (1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しな

いこと。 
  (2) 県内に事業所を有すること。 
  (3) 熊本県から指名停止措置又は熊本県と熊本県警察本部が締結した指定管理者から

の暴力団の排除に関する合意書に基づく排除措置を受けていないこと。 
  (4) 労働者災害補償保険に加入していること。 
  (5) 県税、法人税、消費税、地方消費税等を滞納していないこと。 
  (6) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成１１年法律第２２

５号）等に基づく更生又は再生手続を行っていないこと。また、手形交換所による取
引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全で
ある者でないこと。 

  (7) 賃金不払に関する厚生労働省からの通報が知事に対してあり、当該状態が継続し
ている場合であって、明らかに指定管理者として不適当と認められる者でないこと。 

  (8) 複数の法人等でグループを構成して申請する場合は、次の事項に該当すること。 
  ア グループを構成する法人等の中から熊本県に対する窓口として代表団体を選出す

ること。 
  イ 申請書の記名押印等については、構成員全員が行うこと。 
  ウ ５(1)ウからクまで並びにケ(ウ )及び(エ )に掲げる書類については、構成員それぞ

れについて提出すること。 
  エ 申請については、一のグループにつき一の提案に限ること。また、構成員は、他

のグループの構成員となり、又は単独で申請を行うことはできない。 
  オ 代表団体は(1)から(7)までに掲げる要件の全てを満たし、その他の構成員は(1)か

ら(7)まで（(2)を除く。）に掲げる要件を満たすこと。 
５ 申請の手続 
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